
四日市市新規産業創出事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、新技術・新製品の研究開発事業を行う中小製造業者に対して、当該事業

に必要な経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、競争力のある中

小製造業者の創出を促し、もって市内製造業の活性化を目指すことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲

げるものをいう。 

 (2) 中小製造業者 中小企業者のうち、製造業を営むものをいう。 

 (3) 自社研究開発事業 中小製造業者が自ら行う事業のうち、新しい技術又は製品の研

究又は開発を行い、技術は製品の高付加価値化を図るものをいう。 

 (4) 成長分野への新規参入事業 中小製造業者が自ら行う事業のうち、今後成長が見込

まれる分野（市長が別に定めるものに限る。）に新たに参入するため、新しい技術若

しくは製品の研究開発を行う事業又は各種認証を取得する事業をいう。 

 (5) 主たる事業所 国内における従業員総数の２分の１以上の従業員が常時勤務している

事業所をいう。 

 (6) 主たる研究所 国内において研究開発に従事する従業員総数の２分の１以上の従業員

が常時勤務している拠点をいう。 

 (7) 従業員 補助金の交付の対象となる企業に直接雇用されている者（派遣社員等を除く。）

をいう。 

 （対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、主たる事業所又は研究所を市内に有して 

１年以上事業を営んでいる中小製造業者とする。 

 （対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、中小製造

業者が市内に有する事業所において行う自社研究開発事業又は成長分野への新規参入

事業で、別表第１に掲げる採択基準に該当するものとする。ただし、他の公的な補助金

を受けていないものに限る。 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

に要する経費のうち別表第２に掲げるものとする。ただし、成長分野への新規参入事業

については、別表第２に掲げるもののほか、各種認証取得に要する経費についても補助



対象経費とする。 

３ 第７条第１項の規定による交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経

費（以下「事前経費」という。）については、補助対象経費とすることはできない。た

だし、市長が必要かつ適当と認めたものについては、この限りでない。 

 （補助金の額及び補助率） 

第５条 補助金の額は予算の範囲内で、別表３のとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ四日市

市新規産業創出事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業計画書（第２号様式） 

 (2) 収支計画書 

 (3) 事業実施予定表 

 (4) 過去２期の決算書（ただし、事業を営んでから２年未満の中小製造業者については、申

請時点で添付できる決算書） 

 (5) 登記事項証明書 

 (6) 定款 

 (7) 会社パンフレット（会社の経歴書） 

 (8) 市税の完納証明書 

 (9) その他市長が必要と認めた書類 

２ 第４条第３項ただし書の規定により事前経費について補助対象経費として前項の申請

を行おうとする申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次条第１項の規定による交付

決定がなされる前に補助対象事業に着手した理由がわかる書類を添付しなければならな

い。 

３ 補助対象期間は、補助金交付決定日から１年以内とし、原則、年度を超えて実施する

ことはできない。ただし、申請する事業が翌年度も実施されると見込まれる場合は、翌

年度において本事業に係る交付申請ができるものとする。この場合、補助対象期間は、

当初に交付決定を受けた年度から起算して２年間を限度とする。 

４ 連続２年にわたり補助金の交付を受けた者は、翌年度から２年の間は申請できないこ

とにする。 

５ 第１項の申請は、１事業者につき、年度内に１回限りとする。 

 （交付決定） 



第７条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合において、当該申請に係る

書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付又は不交付の決定を行

い、その旨を四日市市新規産業創出事業補助金交付決定通知書（第３号様式）又は四日

市市新規産業創出事業補助金交付却下通知書（第４号様式）により申請者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱の目的を

達成するために必要な条件を付することができる。 

３ 第１項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日が属する年度の

３月末日までとする。 

 （意見聴取） 

第８条 市長は、前条の規定による決定を行うため、学識経験者、民間研究者等の専門家から

意見聴取することができる。 

 （計画の変更） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が補助金の交付

の決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容、経費の配分その他の事項の

変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止

しようとする場合は、直ちに市長に四日市市新規産業創出事業計画変更承認申請書（第

５号様式）を提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる

場合であって、補助対象経費全体及び各費目における 20 パーセント以内の変更をいう。 

３ 市長は、第１項の規定により承認の申請があったときは、変更内容を審査し、第７条

第１項の規定による決定を変更することができる。 

 （変更決定通知） 

第１０条 市長は、前条第３項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、

四日市市新規産業創出事業補助金変更決定通知書（第６号様式）により補助事業者に通

知するものとする。 

 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終

了したときは、速やかに四日市市新規産業創出事業補助金実績報告書（第７号様式。以下「実

績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 収支決算書 

 (2) 事業工程表 

 (3) 領収書の写し 

 (4) 事業実施の成果物若しくはその写真又は登録証の写し 



 (5) その他市長が必要と認めたもの 

 （補助金額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、その内容

を審査し適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、四日市市新規産業創出事

業補助金交付確定通知書（第８号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第１３条 補助事業者は、前条の規定により通知を受けたときは、四日市市新規産業創出

事業補助金請求書（第９号様式。以下「請求書」という。）により速やかに市長に補助

金の交付の請求をしなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。 

 (1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合 

 (2) 補助金を他の用途へ使用した場合 

 (3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合 

 (4) その他この要綱に違反したと認められる場合 

 （書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金

の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管しておかなければならない。 

 （財産の管理及び処分） 

第１６条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産

等」という。）を、補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するととも

に、補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年以内に、取得財産等を

他の用途に使用し、他の者に貸付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担

保に供しようとする（以下「取得財産等の処分」という。）ときは、あらかじめ市長に承認を

得なければならない。ただし、当該取得財産等の取得価格又は効用の増加価格が３０万円未

満のものは、この限りでない。 

３ 市長は、補助事業者が前項に規定する取得財産等の処分を行うことにより収入があるとき

は、交付した補助金の全部又は一部を納付させることができるものとする。 

 （調査） 

第１７条 市長は、補助金交付事業の適正な遂行を確保するために必要と認めたときは、補助

事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。 



 （補助金の評価） 

第１８条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に

検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切

な措置を講じるものとする。 

 （その他） 

第１９条 四日市市補助金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第１１号）及びこの要綱に定

めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

２ 第６条第４項の規定は、平成２９年度以後に連続２年にわたり補助金の交付を受けた者

（平成２８年度及び平成２９年度に連続して交付を受けた者を除く。）について適用し、同年

度前に連続２年にわたり補助金の交付を受けた者については適用しない。 

３ この要綱は、第１５条及び第１６条の規定を除き、令和８年３月３１日限り、その効力を

失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。 

４ 四日市市新商品・新技術開発等支援事業補助金交付要綱（平成６年告示第１９８号）は廃

止する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年２月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（四日市市産学・産産連携研究開発支援事業補助金交付要綱の廃止） 



２ 四日市市産学・産産連携研究開発支援事業補助金交付要綱（平成２１年四日市市告示第４

９０号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 廃止前の四日市市産学・産産連携研究開発支援事業補助金交付要綱第６条の規定により行

われた決定は、改正後の四日市市新規産業創出事業補助金交付要綱第７条の規定により行わ

れた決定とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成２６年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則の改正は、告示の日から施行す

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第１８２

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 

（押印の省略） 

第２条  次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄

に掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しな

いものとする。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市東海道おもてなし

事業補助金交付要綱（平成３

０年四日市市告示第４１号） 

（略）  



 四日市市民間研究所立地奨

励金交付要綱（平成１５年四

日市市告示第３１２号） 

（略）  

 （略）  

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条  次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しない

ものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市東海道おもてなし

事業補助金交付要綱（平成３

０年四日市市告示第４１号） 

（略）  

 四日市市新規産業創出事業

補助金交付要綱（平成１１年

四日市市告示第３５８号） 

第１号様式、第２号様

式、第５号様式、第７号

様式及び第９号様式 

第９号様式につい

ては、署名 (法人そ

の他の団体にあっ

ては、代表者の署

名 )をした場合に限

る。 

 

 四日市市民間研究所立地奨

励金交付要綱（平成１５年四

日市市告示第３１２号） 

（略）  

 （略）  

 

附 則 



 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第４条関係） 

 

補助対象事業の採択基準 

 次の１から４までの全てを満たすものとする。 

１ 独創性又は新規性があること。 

２ 成果が社会に貢献できる可能性が高いこと。 

３ 成果が補助年度内に十分見込めるものであること。 

４ 開発を進める技術的能力、経営能力を有すること。 

 

 

別表第２（第４条関係） 

 

補助対象経費 

 (1) 謝金：専門家による指導を受ける場合に要する謝金又は連携を行った大学等研究機関に

対して支払う謝金 

 (2) 旅費：専門家による指導を受けた場合に要する旅費 

 (3) 原材料・部品等購入費：研究開発にかかる原材料及び副資材の購入に要する経費 

 (4) 機械工具費：機械又は工具の試作、改良に要する経費 

機械又は工具の購入、借用、据付、又は試運転に要する経費 

 (5) 外注加工費：外注加工に要する経費 

 (6) 技術導入提携費：技術指導等に要する経費 

 (7) 産業財産権等の取得に要する経費：特許、実用新案、意匠の出願及び出願審査請求(又

は実用新案技術評価書の請求)に要する手数料及び弁理士費用 

(8) 技術研修費：新たな技術導入のための各種研修にかかる経費 

 (9) その他経費：その他市長が必要と認めた経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第５条関係） 

補助対象事業 自社研究開発事業 成長分野への新規参入事業 

補助上限額 補助対象事業につき２００万円 補助対象事業につき４００万円 

補助率 

補助対象経費の 1/2以内 

注：２か年計画の場合は、各年 

２００万円を限度とし、２か年で

合計４００万円までとする。 

 

補助対象経費が５００万円以内の場

合は 1/2以内、補助対象経費が５０

０万円を超える場合は 2/3以内 

注：２か年計画の場合は、各年 

４００万円を限度とし、２か年で合

計８００万円までとする。 

 

件数の限度 
日本標準産業分類の小分類の区分

につき原則２件までとする 

日本標準産業分類の小分類の区分に

つき原則２件までとする 



 


